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非
自
発
的
失
業
者
に
係
る
国
民
健

康
保
険
税
の
軽
減
措
置

　
非
自
発
的
な
失
業
の
た
め
職
場

の
健
康
保
険
を
脱
退
し
、
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
た
方
に
対
す
る

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
が

平
成

２２
年
４
月
よ
り
始
ま
り
ま
す
。

（
失
業
前
も
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
た
方
も
含
み
ま
す
。）

【
対
象
と
な
る
方
】

（
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

が
対
象
で
す
。）

・
平
成

２１
年
３
月

３１
日
以
降
に
失

業
し
た
方

・
失
業
時
点
で

６５
歳
未
満
の
方

・
倒
産
、
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職

（
特
定
受
給
資
格
者
）
ま
た
は

雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
（
特

定
理
由
離
職
者
）

※
特
定
受
給
資
格
者
で
あ
る
か
、

特
定
理
由
離
職
者
で
あ
る
か
は
、

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
第

１
面
「
離
職
年
月
日
　
理
由
」

欄
コ
ー
ド
番
号
で
確
認
し
ま
す
。

次
の
コ
ー
ド
番
号
が
記
載
さ
れ
て

い
る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

〔
特
定
受
給
資
格
者
理
由
コ
ー
ド
〕 

　
１１
・

１２
・

２１
・

２２
・

３１
・

３２

〔
特
定
理
由
離
職
者
理
由
コ
ー
ド
〕

　
２３
・

３３
・

３４

【
軽
減
措
置
の
概
要
】

　
非
自
発
的
失
業
者
の
国
民
健
康

保
険
税
に
つ
い
て
、
前
年
の
給
与

所
得
を
３
割
に
減
ら
し
て
計
算
し

ま
す
。
ま
た
、
対
象
と
な
る
の
は

離
職
し
た
本
人
の
み
と
な
り
ま
す
。

【
軽
減
期
間
】

※
平
成

２２
年
４
月
よ
り
前
に
離
職

し
た
場
合
で
も
、
軽
減
適
用
期

間
は
平
成

２２
年
４
月
か
ら
に
な

り
ま
す
。

【
手
続
き
の
方
法
】

　
次
の
物
を
ご
持
参
の
う
え
、
本

庁 

健
康
福
祉
課 

国
保
係
、
ま
た

は
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合

窓
口
第
２
係
に
て
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
　

　
　
　
　
　

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

税
務
課 

住
民
税
係

蕁
４
３
―
２
８
１
６（
直
通
）

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

国
保
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

課
税
限
度
額
が
変
わ
り
ま
し
た

　
国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
の

皆
さ
ん
が
病
気
や
け
が
な
ど
の
時

に
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る

た
め
の
医
療
制
度
で
す
。
そ
の
財

源
は
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
納
め

る
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
で
支
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
平
成

２２
年
度
の

税
率
は
平
成

２１
年
度
同
様
の
税
率

で
次
の
表
の
と
お
り
で
す
。
最
高

限
度
額
に
つ
い
て
は
、
基
礎
分
が

４７
万
円
か
ら

５０
万
円
へ
、
後
期
高

齢
者
支
援
分
が

１２
万
円
か
ら

１３
万

円
へ
そ
れ
ぞ
れ
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

・
所
得
割
、
資
産
割
に
つ
き
ま
し

て
は
加
入
す
る
方
ご
と
に
課
税

さ
れ
ま
す
。

・
介
護
給
付
分
は

４０
歳
か
ら

６４
歳

の
人
の
み
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

・
所
得
の
低
い
方
に
つ
い
て
は
、

均
等
割
お
よ
び
平
等
割
に
対
し

て
、
２
割
、
３
割
、
７
割
の
軽

減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

所
得
割
、
資
産
割
に
つ
い
て

・
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
、
失
業

給
付
金
な
ど
は
国
保
税
の
所
得

割
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
退

職
金
も
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
が
、

退
職
金
を
年
金
方
式
で
受
け
取

る
場
合
は
公
的
年
金
な
ど
の
収

入
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
の

で
、
そ
の
場
合
は
対
象
と
な
り

ま
す
。

・
固
定
資
産
税
の
個
人
持
ち
分
、

お
よ
び
共
有
持
ち
分
は
、
資
産

割
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

年
度
途
中
で
変
更
の
あ
る
方
に
つ
い
て

◆
年
度
の
途
中
で
国
保
に
加
入
し

た
り
、国
保
か
ら
脱
退
し
た
場
合

・
年
度
の
途
中
で
加
入
さ
れ
た
場

合
は
、
加
入
さ
れ
た
月
か
ら
（
手

続
き
し
た
月
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

年
度
末
の
３
月
ま
で
の
月
数
分

で
税
額
を
出
し
、
こ
れ
か
ら
到

来
す
る
納
期
の
回
数
に
割
り
振

っ
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
年
度
途
中
で
国
保
か
ら
脱
退
し

た
場
合
、
そ
の
前
月
ま
で
の
月

数
分
で
税
額
を
出
し
、
精
算
を

行
い
ま
す
。
こ
の
際
、
月
数
分

で
決
ま
っ
た
税
額
に
納
付
済
み

額
が
満
た
な
い
場
合
は
、
不
足

分
の
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し

ま
す
。
納
付
済
税
額
が
月
数
の

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

の
お
知
ら
せ

離職した日

項　　目 基　礎　分 介護給付分 後期高齢者支援金 合　　計

最高限度額 500,000円 100,000円 130,000円 730,000円

均等割 012,500円 005,000円 005,100円 022,600円

平等割 014,500円 004,500円 006,000円 025,000円

所得割 04.5％ 1.5％ 2.0％ 08.0％

資産割 22.0％ 7.5％ 9.0％ 38.5％

軽減期間

平成21年3月31日～

平成22年3月30日

平成22年4月～

平成23年3月

平成22年3月31日～

平成23年3月30日

離職日の翌日～

平成24年3月

軽減期間は、離職日の翌日の属する月からその
月の属する年度の翌年度末までとなります。
（最大2年間）

雇用保険受給
資格者証 ● ●

印　　　　鑑 ● ●

健康保険資格
喪失証明書 ●

国民健康保険証 ●

●印が付いている物は手続きに必要です。

これから国保
に加入する方

すでに国保に加
入している方

＊均等割：加入者の人数に応じて算出　　＊平等割：1世帯につき定額
＊所得割：加入者の前年の所得から33万円を差し引いた額の合計額により算出
＊資産割：加入者に課税された固定資産税の合計額により算出
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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

密
漁
は
犯
罪
で
す
！

　
〜
高
南
・
幡
東
地
区
漁
業
秩
序
を
守
る
会
か
ら
の
お
願
い
〜

（
四
万
十
市
・
黒
潮
町
・
四
万
十
町
・
中
土
佐
町
・
関
係
漁
協
）

　
貴
重
な
水
産
資
源
を
守
る
た
め
、高
知
県
漁
業
調
整
規
則
に
よ
り

採
捕
禁
止
期
間
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

税
額
を
超
え
る
場
合
は
、超
過

分
を
還
付
し
ま
す
。（
未
納
の

税
金
が
あ
る
場
合
は
、そ
の
分

に
充
当
さ
れ
ま
す
。）

◆
年
度
途
中
で
４０
歳
に
な
る
方
の

国
保
税

・
４０
歳
の
誕
生
日
が
属
す
る
月
（
１

日
が
誕
生
日
の
場
合
は
そ
の
前

の
月
）
分
か
ら
の
月
数
の
介
護

分
を
合
わ
せ
て
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。

◆
年
度
の
途
中
で
６５
歳
に
な
る
方

の
国
保
税

・
６５
歳
に
な
る
方
は
、

６４
歳
分
の

み
国
保
税
と
合
わ
せ
て
介
護
保

険
分
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

例
え
ば
、
世
帯
の
内
１
人
の
方

が
今
年

１０
月
に

６５
歳
に
な
る
場

合
、
あ
ら
か
じ
め
４
月
か
ら
９

月
分
ま
で
の
６
カ
月
分
（
１
日

が
誕
生
日
の
場
合
は
そ
の
前
の

月
分
ま
で
）
を
計
算
し
て
ご
請

求
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
誕
生
日
が
来
た
月
か
ら
、（
１

日
が
誕
生
日
の
場
合
は
そ
の
前

の
月
）
介
護
保
険
分
は
別
途
介

護
保
険
料
と
し
て
納
付
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
の
で
、
納
付
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
年
度
の
途
中
で
７５
歳
に
な
る
方

の
国
保
税

・
７５
歳
の
誕
生
日
の
属
す
る
月
の

前
の
月
分
ま
で
国
保
加
入
者
で

す
の
で
、
加
入
月
割
分
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

７５
歳
の
誕

生
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

税
務
課 

住
民
税
係

蕁
４
３
―
２
８
１
６（
直
通
）

　
本
庁 
健
康
福
祉
課 

国
保
係

　
蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

介
護
保
険
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 
総
合
窓
口
第
１
係

蕁
５
５
―
３
１
１
１（
直
通
）

〜
新
し
い
保
険
証
は
７
月
末
日
ま

で
に
お
届
け
し
て
い
ま
す
〜

　
７５
歳
以
上
の
方
（

６５
歳
以
上
で

申
請
に
よ
り
一
定
以
上
の
障
害
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
方
を
含
む
。）

が
加
入
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
で
は
、
毎
年
８
月
１
日
現
在
の

世
帯
状
況
お
よ
び
前
年
中
の
所
得

額
や
世
帯
の
収
入
に
基
づ
い
て
、

受
診
時
の
一
部
負
担
金
の
割
合
（
１

割
ま
た
は
３
割
）
の
見
直
し
を
行

い
ま
す
。

　
８
月
か
ら
は
必
ず
、
７
月
に
届

い
た
新
し
い
被
保
険
者
証
を
医
療

機
関
に
提
示
し
、
診
療
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

【
入
院
時
の
自
己
負
担
額
な
ど
の
減
額
】

　
所
得
が
一
定
基
準
よ
り
低
い
世

帯
の
方
に
は
、
申
請
に
よ
り
入
院

時
の
自
己
負
担
額
や
食
事
代
な
ど

が
減
額
さ
れ
ま
す
。
減
額
を
受
け

る
場
合
は
、
医
療
機
関
へ
被
保
険

者
証
と
合
わ
せ
て
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
提

示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

必
要
な
方
は
役
場
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
期
限
は
、

８
月
１
日
か
ら
翌
年
の
７
月

３１
日

と
な
り
ま
す
が
、
６
月
末
ま
で
に

認
定
を
受
け
た
方
で
平
成

２２
年
度

も
継
続
と
な
る
方
に
は
、
被
保
険

者
証
と
一
緒
に
送
付
し
て
い
ま
す

の
で
、再
度
の
手
続
き
は
不
要
で

す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
担
当
）

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 
国
保
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

◆
禁
止
期
間
は
表
の
と
お
り
で
す
。

◆
怪
し
い
な
と
思
っ
た
ら

　
密
猟
者
た
ち
は
、
買
い
手
が
な

け
れ
ば
不
法
行
為
を
止
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
密
漁
品
と
思

わ
れ
る
も
の
は
購
入
な
さ
ら
ず
、

警
察
に
通
報
す
る
な
ど
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
密
漁
現
場
を
見
つ
け
た

場
合
も
、
直
ち
に
警
察
に
通
報
し

て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

海
洋
森
林
課 

水
産
振
興
係

　
蕁
５
５
―
３
１
１
５（
直
通
）

名　　　　称 禁止期間 体長などの制限

いせえび 5月1日～9月15日 殻長13cm以下

とこぶし・あなご 9月1日～翌年3月31日 殻長3cm以下

あわび 9月1日～翌年3月31日 殻長9cm以下

さざえ 9月1日～翌年3月31日

てんぐさ類 9月1日～翌年2月末日

ふのり 10月1日～翌年2月末日

あらめ 10月1日～翌年6月30日

※禁止期間外であっても漁業協同組合員でなければ採捕できません。

　
違
反
者
は
、
６
カ
月
以
下
の

懲
役
、
も
し
く
は
１０
万
円
以
下

の
罰
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

高南・幡東地区漁業秩序を守る会と警察による
海岸パトロールの様子。


